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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外枠と、この外枠内に支持される内枠と、この内枠に形成してなる開口部に組み付けら
れる遊技盤とを有する遊技機本体と、
　前記外枠の前面側にて当該外枠の左端部に回動可能に支持される前扉とを備える遊技機
において、
　前記内枠と前記前扉との間にて前記遊技盤に対向可能に介装される中扉を備えており、
　この中扉は、
　枠部と、この枠部内に設けられる透明板部とを具備して、
　前記枠部の左側部位を前記内枠に沿い右側へ所定距離変位させた後この変位位置にて前
記枠部の右側部位を回動軸として前側へ回動させるように構成することで、前記遊技盤の
前面を開放可能としたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記内枠の前記開口部を挟む上下両側部位の各左部に設けられて前記枠部の左側部位を
前記内枠に沿い右側へ案内可能とするように前記枠部の左側部位の上下両部に連結される
上下両側案内部と、
　前記内枠の前記上下両側部位の各右部から長手状に延出されて各基端部を中心として回
動可能となっている上下両側回動アームとを備えて、
　当該上下両側回動アームは、その各延出端部にて、前記枠部の右側部位を前側に向け変
位可能とするように当該枠部の右側部位の上下両部に連結されており、
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　前記中扉は、
　前記枠部の左側部位を、前記上下両側案内部に沿い前記所定距離変位させるとともに、
前記枠部の右側部位を、前記上下両側回動アームの回動に伴い前側へ変位させ、その後、
この前側への変位位置にて前記枠部の右側部位と前記上下両側回動アームとの連結部位を
中心として回動するように構成することで、前記遊技盤の前面を開放可能としたことを特
徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記上下両側回動アームの一方の回動アームには、当該一方の回動アームの基端部に対
し延出方向とは逆方向に延出する逆方向延出部に第１磁気的吸着部材を備え、
　前記内枠には、前記第１磁気的吸着部材に対し磁気的に吸着可能な第２磁気的吸着部材
（７０）を備えて、
　前記中扉が前記枠部の右側部位を前記前側への変位位置に変位させた後に前記第１磁気
的吸着部材と前記第２磁気的吸着部材が磁気的に吸着することで、前記一方の回動アーム
を前記内枠に対し回動不能に維持することを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記中扉が前記枠部の左側部位にて前記上下両側案内部に沿い前記所定距離変位すると
ともに前記枠部の右側部位にて前側に向け変位する過程において、前記上下両側回動アー
ムが前側へのみ回動するように当該前側への回動とは逆側への回動を規制する回動規制手
段を備えることを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機においては、下記特許文献１に記載のパチンコ遊技機が提案され
ている。当該パチンコ遊技機は、外枠、内枠及び遊技盤と、前扉とを備えている。内枠は
外枠内に支持されており、遊技盤は、その盤面にて、パチンコ遊技機の前方に向くように
、内枠内に組み付けられている。
【０００３】
　また、前扉は、その左端部にて、外枠の左端部に前後方向に回動可能に支持されている
。これにより、当該前扉は、外枠の左端部を基準として、遊技盤を開閉するように前後方
向に回動する。
【０００４】
　ここで、当該パチンコ遊技機においては、遊技球が、遊技盤の外周部に沿い設けた案内
レールにより、遊技盤の左上隅角部から遊技領域内に案内されることから、遊技盤に打ち
込まれている遊技釘群のうちでも、遊技盤の左上隅角部に打ち込まれている各遊技釘が、
遊技球を遊技領域内に案内するにあたり、重要な役割を果たす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２９１５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記パチンコ遊技機において、上述のように、前扉がその左端部にて外枠の
左端部に前後方向に回動可能に支持されているとともに、遊技盤が、外枠ではなく、内枠
内に組み付けられている。このため、前扉と遊技盤との間の対向間隔は、外枠と内枠との
間の組み付け構造のばらつきに起因してばらつき易い。
【０００７】
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　従って、当該パチンコ遊技機において前扉と遊技盤との間の対向間隔を適正に確保する
ことは困難である。その結果、前扉と遊技盤との間の対向間隔が狭すぎたり広すぎたりす
ると、遊技球が、遊技盤の盤面に沿い円滑には転動し難くかったり、前扉と遊技盤或いは
遊技釘との間で球噛みを招いたりするおそれがあった。
【０００８】
　以上のようなことに対する対策としては、前扉と遊技盤との間において、中扉を、その
左端部にて、内枠の左端部に前後方向に回動可能に支持することで、遊技盤を開閉するこ
とが考えられる。
【０００９】
　ここで、中扉を内枠に向けて回動することにより遊技盤を閉じるようにすれば、中扉と
遊技盤との間の対向間隔は、内枠のみで決まる。換言すれば、中扉と遊技盤との間の対向
間隔は、外枠とは関係なく、中扉と内枠と遊技盤との間の位置関係で決まるため、中扉と
遊技盤との間の対向間隔は、ばらつきを生じにくく、適正な間隔として確保され易い。
【００１０】
　しかしながら、遊技盤を開くにあたり、中扉は、前扉と内枠との間にあって、前扉と同
一方向に回動することになるので、当該中扉が、遊技盤を開くにあたっては、前扉に邪魔
されて十分には回動し得ない。このことは、中扉が前扉と干渉して十分には遊技盤を開く
ことができないことを意味する。これでは、上述のように重要な役割を果たす遊技盤の左
上隅角部の各遊技釘のメンテナンス作業が、中扉により邪魔されて困難であるという不具
合を招く。
【００１１】
　そこで、本発明は、以上のようなことに対処するため、前扉と内枠との間に介装される
中扉の開閉構成に工夫を凝らし、遊技盤を閉じた際の中扉と遊技盤との間の対向間隔を適
正に確保しつつ、中扉により遊技盤を開放した際に、遊技盤の左上隅角部の各遊技釘のメ
ンテナンス作業を容易に行えるようにした遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題の解決にあたり、本発明に係る遊技機は、請求項１の記載によれば、
　外枠（Ｆ）と、この外枠内に支持される内枠（Ｗ）と、この内枠に形成してなる開口部
に組み付けられる遊技盤（Ｐ）とを有する遊技機本体（Ｂ）と、
　外枠の前面側にて当該外枠の左端部に回動可能に支持される前扉（ＦＤ）とを備える。
【００１３】
　当該遊技機において、
　内枠と前扉との間にて遊技盤に対向可能に介装される中扉（Ｑａ）を備えており、
　この中扉は、
　枠部（１０）と、この枠部内に設けられる透明板部（２０）とを具備して、
　上記枠部の左側部位を内枠に沿い右側へ所定距離変位させた後この変位位置にて上記枠
部の右側部位を回動軸として前側へ回動させるように構成することで、遊技盤の前面を開
放可能としたことを特徴とする。
【００１４】
　これにより、前扉を開いた状態において、遊技盤に対する対向状態にある中扉が、内枠
に沿い右側へ所定距離変位した後この変位位置にて枠部の右側部位を回動軸として前側へ
回動することで、遊技盤を開放することとなる。
【００１５】
　ここで、前扉を開いた状態では、当該前扉は、遊技盤の左側に位置する。一方、中扉が
、上述のように内枠に沿い右側へ所定距離だけ変位した後この変位位置にて枠部の右側部
位を回動軸として前側へ回動することで、当該中扉は、開いた状態にある前扉とは反対側
である遊技盤の右側に位置して遊技盤を開放することとなる。このことは、中扉は、開い
た状態にある前扉とは反対側である遊技盤の右側に位置して、開放空間を、遊技盤の前面
の前側に形成することを意味する。
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【００１６】
　このため、遊技盤の左上隅角部に打ち込まれている各遊技釘は、その前側から中扉によ
り塞がれてしまうことなく、上記開放空間を介し、前側へ良好に開放され得る。その結果
、当該各遊技釘のメンテナンス作業が、中扉により邪魔されることはなく、容易に行われ
得る。
【００１７】
　また、遊技盤を開放するにあたり、中扉は内枠に沿い所定距離右側へ変位した後にこの
変位位置にて枠部の右側部位を回動軸として前側へ回動する。従って、中扉は、左側へ開
いた状態にある前扉との干渉を招くことなく、前側へ円滑に回動することができる。
【００１８】
　また、中扉が遊技盤に対する対向状態にあれば、当該中扉は遊技盤を閉じていることに
なる。
【００１９】
　ここで、中扉は、外枠とは関係なく、内枠に沿い変位あるいは回動するようになってい
るから、当該中扉と遊技盤との間の対向間隔が、前扉を支持している外枠とは関係なく、
中扉と内枠と遊技盤との間の位置関係で決まる。このため、中扉と遊技盤との間の対向間
隔は、ばらつきを生じにくく、適正な間隔として確保され得る。その結果、遊技球が遊技
盤の前面に沿い円滑に転動することができて、中扉と遊技盤或いは遊技釘との間で球噛み
を招くこともない。
【００２０】
　また、本発明は、請求項２の記載によれば、請求項１に記載の遊技機において、
　内枠の上記開口部を挟む上下両側部位の各左部に設けられて上記枠部の左側部位を内枠
に沿い右側へ案内可能とするように上記枠部の左側部位の上下両部に連結される上下両側
案内部（３０、４０ａ）と、
　内枠の上記上下両側部位の各右部から長手状に延出されて各基端部を中心として回動可
能となっている上下両側回動アーム（５０、５０ａ）とを備えて、
　当該上下両側回動アームは、その各延出端部にて、上記枠部の右側部位を前側に向け変
位可能とするように当該枠部の右側部位の上下両部に連結されており、
　中扉は、
　上記枠部の左側部位を、上下両側案内部に沿い上記所定距離変位させるとともに、上記
枠部の右側部位を、上下両側回動アームの回動に伴い前側へ変位させ、その後、この前側
への変位位置にて上記枠部の右側部位と上下両側回動アームとの連結部位を中心として回
動するように構成することで、遊技盤の前面を開放可能としたことを特徴とする。
【００２１】
　このように、上記構成の上下両側案内部及び上下両側回動アームを備えて、上下両側回
動アームを、その各延出端部にて、枠部の右側部位を前側に向け変位可能とするように当
該枠部の右側部位の上下両部に連結した。
【００２２】
　これにより、中扉が、枠部の左側部位を、上下両側案内部に沿い上記所定距離変位させ
るとともに、枠部の右側部位を、上下両側回動アームの回動に伴い前側へ変位させ、その
後、この前側への変位位置にて枠部の右側部位と上下両側回動アームとの連結部位を中心
として回動するようにして、遊技盤をその前面側から開放する。その結果、請求項１に記
載の発明の作用効果がより一層具体的に達成され得る。
【００２３】
　また、本発明は、請求項３の記載によれば、請求項２に記載の遊技機において、
　上下両側回動アームの一方の回動アームには、当該一方の回動アームの基端部に対し延
出方向とは逆方向に延出する逆方向延出部に第１磁気的吸着部材（６０）を備え、
　内枠には、第１磁気的吸着部材に対し磁気的に吸着可能な第２磁気的吸着部材（７０）
を備えて、
　中扉が上記枠部の右側部位を上記前側への変位位置に変位させた後に第１磁気的吸着部
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材と第２磁気的吸着部材が磁気的に吸着することで、一方の回動アームを内枠に対し回動
不能に維持することを特徴とする。
【００２４】
　このように、第１及び第２の磁気的吸着部材を上述のように備えることで、中扉が枠部
の右側部位を上記前側への変位位置に変位させた後に第１磁気的吸着部材と第２磁気的吸
着部材が磁気的に吸着することで、一方の回動アームを内枠に対し回動不能に維持する。
これにより、その後の中扉の前側への回動を安定的に行うことができる。このことは、中
扉が遊技盤を適正に開放し得ることを意味する。
【００２５】
　また、本発明は、請求項４の記載により、請求項２に記載の遊技機において、
　中扉が上記枠部の左側部位にて上下両側案内部に沿い上記所定距離変位するとともに上
記枠部の右側部位にて前側に向け変位する過程において、上下両側回動アームが前側への
み回動するように当該前側への回動とは逆側への回動を規制する回動規制手段（１００）
を備えることを特徴とする。
【００２６】
　このように、上記構成の回動規制手段を備えることで、遊技盤を開放するにあたり、中
扉が枠部の左側部位にて上下両側案内部に沿い上記所定距離変位するとともに枠部の右側
部位にて前側に向け変位する過程において、上下両側回動アームが前側へのみ回動するよ
うに当該前側への回動とは逆側への上下両側回動アームの回動を規制するようにした。
【００２７】
　これにより、一方の回動アームが、枠部の右側部位を上記前側への変位位置に変位にて
回動不能に維持される。その結果、その後の中扉の前側への回動を安定的に行うことがで
きる。このことは、中扉が遊技盤を適正に開放し得ることを意味する。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、中扉が、内枠の左端部に支持されるのではなく、内枠に沿いその右側
へ所定距離変位した後枠部の右側部位を回動軸として前側へ回動することで、遊技盤の前
面を開放する。従って、当該中扉は、遊技盤の左側へ回動する前扉とは、反対の遊技盤の
右側へ回動して遊技盤の前面を開放することとなる。このため、遊技盤の左上隅角部に打
ち込まれている各遊技釘のメンテナンス作業が中扉により邪魔されることはなく、容易に
行われ得る。また、中扉が遊技盤に対向してこの遊技盤を閉じた状態では、中扉と遊技盤
との間の対向間隔が、前扉を支持する外枠とは関係なく、決定される。その結果、中扉と
遊技盤との間の対向間隔がばらつくことなく適正に確保され得る。
【００２９】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示す。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明に係るパチンコ遊技機の第１実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１のパチンコ遊技機を、前扉を開いた状態で示す斜視図である。
【図３】図２のパチンコ遊技機を、さらに、内枠及び遊技盤を外枠から開いた状態で示す
斜視図である。
【図４】上記第１実施形態における遊技機本体を、中扉を内枠から分離して分解した状態
で示す前側斜め上方から見た分解斜視図である。
【図５】上記第１実施形態における遊技機本体を、中扉を除いた状態で示す正面図である
。
【図６】図４の遊技機本体の上部を示す拡大分解斜視図である。
【図７】図４の遊技機本体の下部を示す拡大分解斜視図である。
【図８】上記第１実施形態におけるパチンコ遊技機を、前扉を開いて中扉を閉じた状態で
示す斜視図である。
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【図９】図８の遊技機本体を、中扉を右側へ変位し始めた状態で示す斜視図である。
【図１０】図９の遊技機本体を、中扉をさらに右側へ変位する状態で示す斜視図である。
【図１１】図１０の遊技機本体を、中扉を右側へ変位して前側へ回動し始めた状態で示す
斜視図である。
【図１２】図１１の遊技機本体を、内枠の後壁に対し垂直に位置する上側回動アームを基
準に中扉を前側へ回動させる状態で示す斜視図である。
【図１３】図１２の遊技機本体を、中扉を前側へさらに回動させる状態で示す斜視図であ
る。
【図１４】図１３の遊技機本体を、中扉を前側へさらに回動させる状態で示す斜視図であ
る。
【図１５】図８の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破断
平面図である。
【図１６】図９の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破断
平面図である。
【図１７】図１０の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破
断平面図である。
【図１８】図１１の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破
断平面図である。
【図１９】図１２の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破
断平面図である。
【図２０】図１３の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破
断平面図である。
【図２１】図１４の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破
断平面図である。
【図２２】本発明に係るパチンコ遊技機の第２実施形態を、前扉を開いた状態で示す斜視
図である
【図２３】上記第２実施形態における遊技機本体を、中扉を内枠から分離して分解した状
態で示す前側斜め上方から見た分解斜視図である。
【図２４】上記第２実施形態における遊技機本体を、中扉を除いた状態で示す正面図であ
る。
【図２５】上記第１実施形態におけるパチンコ遊技機を、前扉を開いて中扉を閉じた状態
で示す斜視図である。
【図２６】図２５の遊技機本体を、中扉を右側へ変位し始めた状態で示す斜視図である。
【図２７】図２６の遊技機本体を、中扉をさらに右側へ変位する状態で示す斜視図である
。
【図２８】図２７の遊技機本体を、中扉を右側へ変位して前側へ回動し始めた状態で示す
斜視図である。
【図２９】図２８の遊技機本体を、内枠の後壁に対し垂直に位置する上側回動アームを基
準に中扉を前側へ回動させる状態で示す斜視図である。
【図３０】図２９の遊技機本体を、中扉を前側へさらに回動させる状態で示す斜視図であ
る。
【図３１】図２５の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破
断平面図である。
【図３２】図２６の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破
断平面図である。
【図３３】図２７の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破
断平面図である。
【図３４】図２８の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破
断平面図である。
【図３５】図２９の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破
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断平面図である。
【図３６】図３０の遊技機本体を、枠体のうち矩形環状周壁の上壁の下方から見た部分破
断平面図である。
【図３７】図３２のラチェット機構を示す部分拡大平面図である。
【図３８】図３３のラチェット機構を示す部分拡大平面図である。
【図３９】図３４のラチェット機構を示す部分拡大平面図である。
【図４０】図３５のラチェット機構を示す部分拡大平面図である。
【図４１】図３６のラチェット機構を示す部分拡大平面図である。
【図４２】図４１のラチェット機構を、上側回動アームを少し右側へ回動させた状態で示
す部分拡大平面図である。
【図４３】図４２のラチェット機構を、係合部材と歯部との係合を解離した状態で示す部
分拡大平面図である。
【図４４】図４３のラチェット機構を、係合部材を反時計方向へ回動させた状態で示す部
分拡大平面図である。
【図４５】図４４のラチェット機構を、上側回動アームを左後側へ回動し始めた状態で示
す部分拡大平面図である。
【図４６】図４５のラチェット機構を、上側回動アームを左後側へさらに回動した状態で
示す部分拡大平面図である。
【図４７】図４６のラチェット機構を、上側回動アームを左後側へさらに回動した状態で
示す部分拡大平面図である。
【図４８】図４７のラチェット機構を、上側回動アームを左後側へさらに回動した状態で
示す部分拡大平面図である。
【図４９】図４８のラチェット機構を、上側回動アームを左後側へさらに回動した状態で
示す部分拡大平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の各実施形態を図面により説明する。
（第１実施形態）
　図１～図３は、本発明を適用してなるパチンコ遊技機の第１実施形態を示しており、当
該パチンコ遊技機は、その外枠Ｆ（図１参照）にて、パチンコホール内の設置島に立設さ
れるものである。なお、図１において、図示左側斜め後方、右側斜め前方、上側及び下側
が、それぞれ、当該パチンコ遊技機の左側、右側、上側及び下側に対応する。
【００３２】
　このパチンコ遊技機は、遊技機本体Ｂと、前扉ＦＤとにより構成されている。遊技機本
体Ｂは、図１～図４のいずれかにて示すごとく、上述した外枠Ｆ、内枠Ｗ及び遊技盤Ｐを
備えている。
【００３３】
　内枠Ｗは、その左端部を、外枠Ｆの左端部に前後方向に回動可能にヒンジ結合により支
持することで、当該外枠Ｆにその前側から組み付けられている。ここで、内枠Ｗは、矩形
中空状後壁Ｗ１と、この後壁Ｗ１の外周端部から前方へ延出する矩形環状周壁Ｗ２とを備
えている（図４参照）。
【００３４】
　遊技盤Ｐは、その盤面を前方に向けるようにして、内枠Ｗの後壁Ｗ１の開口部にその前
側から嵌装されている。このことは、当該遊技盤Ｐが内枠Ｗ内に組み付けられていること
を意味する。
【００３５】
　当該遊技盤Ｐには、遊技釘群、風車、普通入賞口装置、スタートチャッカー、電動チュ
ーリップ、アタッカー、ゲート（図示しない）やアウト口等が設けられており、上記遊技
釘群は、多数の遊技釘を案内レールＲ（後述する）の内側にて遊技盤Ｐの盤面上に形成さ
れる遊技領域に分散して打ち込まれている。
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【００３６】
　ここで、上記遊技釘群のうち、遊技盤Ｐの盤面の遊技領域の左上隅角部に打ち込まれて
いる各遊技釘が、遊技球を案内レールＲにより遊技領域内に案内するにあたり、重要な役
割を果たす。
【００３７】
　また、遊技機本体Ｂは、図４或いは図５にて示すごとく、案内レールＲ及び球発射装置
Ｓを有しており、案内レールＲは、遊技盤Ｐの盤面の外周部に沿い設けられている。これ
により、当該案内レールＲは、球発射装置Ｓから順次発射される遊技球を遊技盤Ｐの盤面
の遊技領域内にその左上隅角部から案内する。
【００３８】
　ここで、球発射装置Ｓは、図５にて示すごとく、遊技盤Ｐの左右方向中央部の直下にて
、内枠Ｗの後壁Ｗ１に組み付けられており、当該球発射装置Ｓは、その発射レールＳ１を
介し、遊技球を案内レールＲに向けて発射するように構成されている。
【００３９】
　さらに、当該遊技機本体Ｂは、図２～図４のいずれかにて示すごとく、中扉装置Ｑを備
えており、この中扉装置Ｑは、中扉Ｑａと、変位回動機構Ｑｂとにより構成されている。
【００４０】
　中扉Ｑａは、図２或いは図３にて示すごとく、遊技機本体Ｂの内枠Ｗと前扉ＦＤとの間
において、遊技盤Ｐの盤面を開閉するように、変位回動機構Ｑｂを介し、変位或いは回動
可能に内枠Ｗ内に組み付けられている。このように、当該中扉Ｑａは、内枠Ｗと前扉ＦＤ
との間において、遊技盤Ｐの盤面を開閉することで、当該パチンコ遊技機において外扉と
しての役割を果たす前扉ＦＤに対し、中側の扉としての役割を果たす。
【００４１】
　中扉Ｑａは、図２～図４のいずれかにて示すごとく、矩形板状枠部１０と、透明板部２
０とにより構成されており、当該中扉Ｑａは、後述のごとく、変位回動機構Ｑｂの変位回
動機能のもと、内枠Ｗ内にて遊技盤Ｐに沿い右側へ所定距離だけ変位した後、枠部１０の
右端部を軸（回動軸）として、図１５にて図示反時計方向に回動して遊技盤Ｐの盤面を開
き、また、このように遊技盤Ｐを開いた後、枠部１０の右端部を軸（回動軸）として、図
１５にて図示時計方向に回動した後左側へ上記所定距離だけ変位して遊技盤Ｐの盤面を閉
じるようになっている。
【００４２】
　本第１実施形態では、中扉Ｑａが遊技盤Ｐの盤面を閉じた状態にある場合、具体的には
、枠部１０が、変位回動機構Ｑｂの左上側案内部３０及び上側回動アーム５０と、後述す
る中側隔壁４０（左下側案内部４０ａを有する）及び下側回動アーム５０との間において
、遊技盤Ｐの盤面に対向するように後壁Ｗ１に対し平行に位置する。ここで、枠部１０が
、その外周部にて、左上側案内部３０を介するものの、内枠Ｗの矩形環状周壁Ｗ２内にて
その上下左右の各側壁部により包囲されているので、当該枠部１０と矩形環状周壁Ｗ２と
の間の密封度が良好に確保される。
【００４３】
　そこで、本第１実施形態では、中扉Ｑａの後面と遊技盤Ｐの盤面との間の間隔が所定間
隔になるように、内枠Ｗに対する遊技盤Ｐの組み付け位置関係が設定されている。ここで
、上記所定間隔は、２０（ｍｍ）～３０（ｍｍ）内の間隔、好ましくは、２３．１（ｍｍ
）～２３．２（ｍｍ）の範囲内の間隔に選定されている。これは、遊技球を、中扉Ｑａと
遊技盤Ｐ或いはその盤面からの遊技釘の突出部位との間にて球噛みを招くことなく、遊技
盤Ｐの盤面に沿い、円滑に転動させるようにするためである。
【００４４】
　透明板部２０は、枠部１０の開口部に組み付けられており、当該透明板部２０は、遊技
盤Ｐの盤面に対向可能となっている。このことは、遊技盤Ｐの盤面が透明板部２０を通し
て視認可能であることを意味する。
【００４５】
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　変位回動機構Ｑｂは、左上側案内部３０、中側隔壁４０の左下側案内部４０ａ、上下両
側長手状回動アーム５０及び両磁気的吸着部材６０、７０を備えている。
【００４６】
　左上側案内部３０は、内枠Ｗ内にて矩形環状周壁Ｗ２の上壁部の直下にて当該矩形環状
周壁Ｗ２の左壁部の上端部からその右側へ一体的に突出するように形成されている（図６
参照）。当該左上側案内部３０は、スリット部３１を有しており、このスリット部３１は
、左上側案内部３０の突出端面から左側に向け後壁Ｗ１の前面に平行となるように上下方
向に所定長さだけ切り込み形成されて、右方へ開口している。ここで、上記所定長さは、
上記所定距離よりも幾分短い。
【００４７】
　しかして、中扉Ｑａの枠部１０は、その左端部の上端部１１にて、ピン１２を介し左上
側案内部３０のスリット部３１に沿い左右方向に変位可能となるように連結されている。
このことは、枠部１０が、その左端部の上端部１１にて、左上側案内部３０の下面に沿い
ピン１２を介し左右方向に変位可能となっていることを意味する。
【００４８】
　ここで、ピン１２は、枠部１０の左端部の上端部１１から上方へ突出してなるもので、
当該ピン１２は、その突出端部にて、左上側案内部３０のスリット部３１から右側へ脱出
可能に、当該スリット部３１内に左右方向に変位可能に介装されている。
【００４９】
　一方、左下側案内部４０ａは、左上側案内部３０の直下に位置するように、内枠Ｗの中
側隔壁４０の左側部位に後述のごとく形成されている。
【００５０】
　中側隔壁４０は、遊技盤Ｐと球発射装置Ｓとの間にて左右方向に長手状に延在するよう
に後壁Ｗ１から前側へ幅状に延出しており、当該中側壁部４０の左右両端部は、矩形環状
周壁Ｗ２の左右両側壁部の上下方向中間部位に支持されている。これにより、当該中側隔
壁４０は、その上下を区画するように、矩形環状周壁Ｗ２の上壁部に平行となっている。
【００５１】
　上述した左下側案内部４０ａは、中側隔壁４０の左側部位をＬ字状に切り欠くことで形
成されている（図７参照）。具体的には、当該左下側案内部４０ａは、中側隔壁４０の左
側中間部位を、その前端部側からその後側近傍部にかけて切り欠くとともに、当該後側近
傍部から矩形環状周壁Ｗ２の左壁部側へスリット部４１を形成するようにスリット状に切
り欠くことで、Ｌ字状に形成されている。これにより、左下側案内部４０ａは、スリット
部４１にて、右方へ開口するように形成されている。
【００５２】
　しかして、当該左下側案内部４０ａのスリット部４１には、中扉Ｑａの枠部１０は、そ
の左端部の下端部１３（図５参照）により、ピン１４（図４参照）を介し左下側案内部４
０ａのスリット部４１内にて左右方向に変位可能となるように連結されている。このこと
は、枠部１０が、その左端部の下端部１３にて、左下側案内部４０ａに沿いピン１４を介
し左右方向に変位可能となっていることを意味する。
【００５３】
　ここで、ピン１４は、枠部１０の左端部の下端部１３から下方へ突出してなるのもので
、当該ピン１４は、その突出端部にて、左下側案内部４０ａのスリット部４１から右側へ
脱出可能に、当該スリット部４１内に左右方向へ変位可能に介装されている。
【００５４】
　上下両側長手状回動アーム５０のうち、上側長手状回動アーム５０は、図２～図６のい
ずれかにて示すごとく、その回動中心部５１にて、矩形環状周壁Ｗ２の上壁部の右端部か
ら下方に向け延出する支持軸５２の延出下端部にその軸周りに回動可能に支持されている
。
【００５５】
　ここで、支持軸５２は、中扉Ｑａを閉じたとき当該中扉Ｑａを遊技盤Ｐの盤面に平行に
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維持するべく、左上側案内部３０のスリット部３１の開口端部に右方から対向するように
、矩形環状周壁Ｗ２の上壁部の右端部から延出しており、当該支持軸５２の延出端部は、
中扉Ｑａの枠部１０の右上側隅角部位をＬ字状に切り欠くことで形成した右上側切り欠き
部１５内に位置している（図２参照）。このことは、上側長手状回動アーム５０は、枠部
１０の右上側切り欠き部１５内にて、支持軸５２の延出下端部の軸周りに前後方向に回動
可能となっていることを意味する。
【００５６】
　また、当該上側長手状回動アーム５０は、その回動中心部５１から互いに逆方向へ延出
する一側アーム部５３及び他側アーム部５４を有しており、一側アーム部５３は、その延
出端部にて、中扉Ｑａの枠部１０の上端部のうち右上側切り欠き部１５の近傍部位に形成
した凹所１６内に前後方向に相対的に回動可能に挿入されて、ピン１７を介し、凹所１６
の上壁部１６ａに形成した長孔部１６ｂに変位可能に連結されるようになっている。
【００５７】
　ここで、上述した凹所１６は、右上側切り欠き部１５の左壁下部に当該右上側切り欠き
部１５の下面に沿うように左方へ切り込むことで、右上側切り欠き部１５の近傍部位に形
成されている。また、ピン１７は、一側アーム部５３の延出端部から上方へ突出して、凹
所１６の長孔部１６ｂ内に相対的に変位可能に係合して連結されている。また、長孔部１
６ｂは、凹所１６の上壁部１６ａに枠部１０の上端部に左右方向に沿うように長手状に形
成されている。
【００５８】
　他側アーム部５４は、後壁Ｗ１の上端部の右端部に形成した凹所５５（図５参照）内に
進入可能に回動中心部５１から一側アーム部５３とは逆方向に延出しており、当該他側ア
ーム部５４は、その後方への回動により、両磁気的吸着部材６０、７０を介し凹所５５の
左壁部にその右側から係合するようになっている。
【００５９】
　ここで、凹所５５は、後壁Ｗ１の上端部の右端部をＬ字状に切り欠くことで形成されて
いる。磁気的吸着部材６０は、図４にて示すごとく、その上端部にて、他側アーム部５４
の後端面（後方への回動側端面）に装着されている。また、磁気的吸着部材７０は、凹所
５５の左側内壁部に装着されて、磁気的吸着部材６０と吸着可能となっている。なお、両
磁気的吸着部材６０、７０は、共に、永久磁石であってもよく、また、両磁気的吸着部材
６０、７０の一方が永久磁石であり他方が強磁性体等の磁性体であってもよい。
【００６０】
　下側長手状回動アーム５０は、中側隔壁４０に形成した右側切り欠き部４２内に収容可
能に、その回動基部５７にて、支持ステイ５６の延出端部上にピン５６ａを介し前後方向
に回動可能に支持されている。
【００６１】
　ここで、支持ステイ５６は、中側隔壁４０の右端部から前方へ延出している。ピン５６
ａは、支持ステイ５６の延出端部から上方へ突出して、下側長手状回動アーム５０を回動
可能に支持している。
【００６２】
　また、下側長手状回動アーム５０は、その回動基部５７から長手状に延出しており、当
該下側長手状回動アーム５０の延出端部は、中扉Ｑａの枠部１０の下端部の右端部に形成
した長手状凹部（図示しない）内にその下方からピン５７ａを介し前後方向に相対的に変
位可能にかつ回動可能に支持されている。ここで、ピン５７ａは、下側長手状回動アーム
５０の延出端部から上方へ突出してなるもので、当該ピン５７ａは、その突出端部にて、
扉Ｑａの枠部１０の上記長手状凹部内に変位可能に係合している。なお、上記長手状凹部
は、上述した凹所１６の長孔部１６ｂと同一の長さにてこの長孔部１６ｂに沿うように、
枠部１０の下端部の右端部に沿い長手状に形成されている。
【００６３】
　前扉ＦＤは、当該パチンコ遊技機において外扉としての役割を果たすもので、当該前扉
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ＦＤは、その扉本体Ｄａの左端部にて、遊技機本体Ｂの外枠Ｆの左端部に前後方向に回動
可能となるようにヒンジ結合により支持されている。ここで、当該前扉ＦＤは、その透明
窓Ｄｂにて、中扉Ｑａの透明板部２０を介して、遊技盤Ｐにその前側から対向し得るよう
になっている。
【００６４】
　しかして、当該前扉ＦＤは、後側（遊技盤Ｐに向かう側）への回動に伴い、透明窓Ｄｂ
にて、透明板部２０を介して遊技盤Ｐの盤面に対向するように閉じ、また、前側（遊技盤
Ｐに向かう側とは逆側）への回動に伴い透明板部２０を介し遊技盤Ｐの盤面を開放するよ
うに開く。
【００６５】
　なお、当該前扉ＦＤは、図１にて示すごとく、遊技球を貯留する球受け皿８０、この球
受け皿８０内の遊技球を遊技盤Ｐの遊技領域へ発射するときに操作される発射ハンドル９
０などを備えている。
【００６６】
　以上のように構成した本第１実施形態において、当該パチンコ遊技機では、前扉ＦＤが
、図１にて示すごとく、中扉Ｑａとともに、遊技盤Ｐを覆うように閉じた状態にあるもの
とする。なお、中扉Ｑａはその後面にて遊技盤Ｐの前面である盤面に対向している。
【００６７】
　このような状態では、中扉Ｑａが前扉ＦＤにより閉じられた状態にある。そして、当該
中扉Ｑａは、遊技機本体Ｂの内枠Ｗ内にて、変位回動機構Ｑｂの左上側案内部３０、左下
側案内部４０ａ及び上下両側回動アーム５０を介し、矩形環状周壁Ｗ２の上壁部と中側隔
壁４０との間に収容されて、遊技盤Ｐの盤面に平行に位置している。
【００６８】
　このとき、当該中扉Ｑａにおいては、枠部１０の左端部が、上端部１１にて、ピン１２
を介し、左上側案内部３０のスリット部３１内に左右方向に変位可能に連結され、かつ、
下端部１３にて、ピン１４を介し、左下側案内部４０ａのスリット部４１内に左右方向に
変位可能に連結されている。
【００６９】
　また、上側回動アーム５０が、その一側アーム部５３にて、枠部１０の凹所１６内に収
容されており、当該上側回動アーム５０の他側アーム部５４は、一側アーム部５３の右側
にて、枠部１０の右上側切り欠き部１５内にてその底面に沿い位置している。また、下側
回動アーム５０は、中側隔壁４０の右側切り欠き部４２内に収容されている。
【００７０】
　従って、前扉ＦＤが外枠Ｆに上述のごとく支持されていても、中扉Ｑａが内枠Ｗ内に上
述のごとく収容されて閉じているとき、中扉Ｑａの枠部１０が内枠Ｗ内にて後壁Ｗ１に対
し平行となっている。このため、中扉Ｑａと遊技盤Ｐとの間隔（中扉Ｑａの後面と遊技盤
Ｐの盤面との間）が上記所定間隔となるように確保される。
【００７１】
　よって、遊技球が、遊技盤Ｐの盤面に沿い転動するにあたり、中扉Ｑａと遊技盤Ｐ或い
は遊技釘の遊技盤Ｐの盤面からの突出部位との間において球噛みを招くことなく、円滑に
転動し得る。
【００７２】
　また、上述のごとく、中扉Ｑａが閉じた状態、換言すれば、中扉Ｑａの枠部１０が内枠
Ｗの後壁Ｗ１に平行な状態にあっては、枠部１０が、その外周部にて、左上側案内部を介
するものの、内枠Ｗの矩形環状周壁Ｗ２内にてその上下左右の各側壁部により包囲されて
いるので、当該枠部１０と矩形環状周壁Ｗ２との間の密封度が実質的に良好に確保される
。
【００７３】
　しかして、以上のような構成のもと、中扉Ｑａが上述のように閉じた状態において前扉
ＦＤを前側へ開く（図８及び図１５参照）。然る後、中扉Ｑａを開くにあたり、当該中扉



(12) JP 5809552 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

Ｑａを、図９及び図１６にて示すごとく、左側へ変位するように押す。
【００７４】
　ここで、中扉Ｑａの枠部１０の左端部が、上述のごとく、その上端部１１にて、下方か
ら左上側案内部３０のスリット部３１にピン１２を介し連結し、かつ、枠部１０の上端部
が、その凹所１６内に収容されている上側回動アーム５０の一側アーム部５４にピン１７
を介し連結されている。
【００７５】
　また、枠部１０が、上述のごとく、その左端部の下端部１３にて、上方からピン１４を
介し左下側案内部４０ａのスリット部４１内に連結されており、当該枠部１０の下端部は
、その長手状凹部にて、中側隔壁４０の右側切り欠き部４２内に収容されている下側長手
状回動アーム５０の延出端部にピン５７ａを介し連結されている。
【００７６】
　このため、上述のように、中扉Ｑａを、枠部１０の左端部にて右側へ変位するように押
すと、上側回動アーム５０が、図９及び図１６にて示すごとく、支持軸５４を軸として回
動する。このとき、上側回動アーム５０は、図１６にて示すごとく反時計方向に回動する
。これにあわせて、下側回動アーム５０が、支持ステイ５６の延出端部上のピン５６ａを
軸として上側回動アーム５０と共に同一方向に回動する。なお、中扉Ｑａの右側への変位
に伴い、ピン１７は、枠部１０の長孔部１６ｂ内にてその左端部に係合するとともに、ピ
ン５７ａは、枠部１０の下端部の上記長手状凹部内にてその左端部に係合する。
【００７７】
　また、このような上下両側回動アーム５０の回動に伴い、中扉Ｑａにおいては、枠部１
０の右端部が、上側回動アーム５０の一側アーム部５３及び下側回動アーム５０により前
方へ押し出されて前側へ変位する。このため、枠部１０が、その左端部を中心として図１
６にて図示時計方向に回動しつつ、各ピン１２及び１４を、それぞれ、左上側案内部３０
のスリット部３１及び左下側案内部４０ａのスリット部４１から脱出させるように右側へ
変位させる。
【００７８】
　これに伴い、上側回動アーム５０が、図１０或いは図１７にて示すごとく、後壁Ｗ１の
前面に対し垂直になる回動位置（所定回動位置）まで回動すると、枠部１０は、各ピン１
２及び１４の各スリット部３１、４１からの右方への脱出のもと、上記所定距離だけ右方
へ変位する。このような状態では、枠部１０は、所定右側変位位置にある。この変位に伴
い、磁気的吸着部材６０が、上側回動アーム５０の反時計方向への回動のもと、磁気的吸
着部材７０に当接して吸着されて、上側回動アーム５０を後壁Ｗ１の前面に対し垂直に維
持する。
【００７９】
　然る後、枠部１０の左端部を前方へ引っ張りながら左方へ引っ張ることで、ピン１７が
、枠部１０の長孔部１６ｂ内にてその左端部から変位して右端部に係合するとともに、ピ
ン５７ａが、枠部１０の下端部の上記長手状凹部内にてその左端部から変位して右端部に
係合する（図１１、図１２、図１８及び上記１９参照）。
【００８０】
　このような段階において、枠部１０をその右端部側から左端部側へ引っ張りながら、図
１３、図１４、図２０及び図２１にて示すごとく、さらに開く方向に回動させる。換言す
れば、中扉Ｑａは、枠部１０の右端部を軸（回動軸）として、
遊技盤Ｐを開く方向に回動して、図１４及び図２１にて示す回動状態にて、遊技盤Ｐに対
する開動作を終了する。
【００８１】
　ここで、上述のようにピン１７が、枠部１０の長孔部１６ｂ内にてその右端部に係合す
るとともに、ピン５７ａが、枠部１０の下端部の上記長手状凹部内にてその右端部に係合
している。従って、枠部１０の右端部は、両ピン１７、５７を中心とする回動しても、矩
形環状周壁Ｗ２の右壁部等と干渉したりすることなく、円滑に回動し得る。
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【００８２】
　また、上述のようにピン１７が、枠部１０の長孔部１６ｂ内にてその右端部に係合する
とともに、ピン５７ａが、枠部１０の下端部の上記長手状凹部内にてその右端部に係合し
た状態にて、枠部１０を、両磁気的吸着部材６０、７０の吸着のもとに、両ピン１７、５
７を中心に回動させることで、枠部１０の回動を安定的にかつ良好になし得る。
【００８３】
　以上のように中扉Ｑａが遊技盤Ｐを開くにあたっては、当該中扉Ｑａが、上述のごとく
、上記所定距離だけ、右側へ変位した後に、枠部１０の右端部を回動軸として前側へ開く
ので、当該中扉Ｑａは、上記所定距離だけ、右側へ変位した後に、前扉ＦＤとは逆向きに
開くことになる。
【００８４】
　このように、中扉Ｑａが上記所定距離だけ右方へ変位することで、当該中扉Ｑａが、そ
の後の前方への回動の際に、左側への開状態にある前扉ＦＤと干渉することがない。
【００８５】
　また、上述のように、中扉Ｑａが扉ＦＤとは逆向きに開くので、当該中扉Ｑａは、前扉
ＦＤとは異なり、遊技盤Ｐの左端部側には位置せず、当該遊技盤Ｐの右端部側に位置する
ことになる。従って、遊技盤Ｐの前面である盤面が中扉Ｑａにより前側へ開放される。こ
のことは、開放空間が、遊技盤Ｐの盤面の前側において確保されることを意味する。
【００８６】
　このため、上述のごとく、上記遊技群のうち、遊技球を案内レールＲから遊技領域内に
案内するにあたり、重要な役割を果たすべく、遊技盤Ｐの盤面の遊技領域の左上隅角部に
打ち込まれている各遊技釘が、開状態にある中扉Ｑａによって塞がれることなく、遊技盤
Ｐの盤面の前側へ上記開放空間を介して開放される。従って、遊技盤Ｐの盤面の遊技領域
の左上隅角部に打ち込まれている各遊技釘に対するメンテナンス作業が容易になされ得る
。
【００８７】
　然る後、中扉Ｑａを閉じるにあたっては、中扉Ｑａを、図２１にて、枠部１０の左端部
側から左側へ押す。これに伴い、中扉Ｑａが、枠部１０の右端部を回動軸として、図２１
～図１７にて示すごとく、図示時計方向に回動する。
【００８８】
　中扉Ｑａが図１７にて示す状態に達したとき、枠部１０をその右端部から左側へ押せば
、ピン１７が、枠部１０の長孔部１６ｂ内にてその右端部から解離して左側へ変位して左
端部に係合する（図１６参照）。このとき、上側回動アーム５０は、上述のごとく、両磁
気的吸着部材６０、７０の吸着のもと、後壁Ｗ１の前面に対し垂直に維持されているため
、上述したピン１７の長孔部１６ｂ内における変位が適正になされ得る。
【００８９】
　このような状態において、枠部１０をその右端部からさらに左側へ押せば、上側回動ア
ーム５０が、ピン１７の長孔部１６ｂの右端部との係合のもとに、磁気的吸着部材６０を
磁気的吸着部材７０から解離させて図１６にて図示時計方向に回動する。ついで、枠部１
０の右端部を後側へ押せば、上側回動アーム５０が、その一側アーム部５３にて、枠部１
０の凹所１６内に収容され、下側回動アーム５０が、中側隔壁４０の右側切り欠き部４２
内に収容され、ピン１２が左上側案内部３０のスリット部３１内にその右側から進入し、
かつ、ピン１４が下側案内部４０ａのスリット部４１内にその右側から進入し、枠部１０
が上記所定距離だけ左側へ変位する。
【００９０】
　これにより、中側扉Ｑａは、上述のごとく、遊技盤Ｐの盤面に平行となって当該遊技盤
Ｐを閉じる。
【００９１】
　換言すれば、中扉Ｑａは、枠部１０の右端部を回動軸として、枠部１０の左端部を前側
から左後側へ回動させた後、枠部１０の左端部を上記所定距離だけ左側へ変位させて、遊
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技盤Ｐを閉じる。このとき、両ピン１２、１４は、各スリット部３１、４１内にて前後方
向に変位不能に保持されるので、中扉Ｑａは、しっかりと、遊技盤Ｐの盤面に平行に維持
され得る。なお、前扉ＦＤは、中扉Ｑａを閉じた後に閉じればよい。
【００９２】
　以上説明したように、本第１実施形態によれば、前扉ＦＤが、上述したように、その左
端部にて外枠Ｆの左端部に前後方向へ回動に支持され、上述のように構成した中扉Ｑａが
、前扉ＦＤと遊技機本体Ｂの内枠Ｗとの間にて当該内枠Ｗ内に位置している。
【００９３】
　そして、当該中扉Ｑａは、上述のように構成した変位回動機構Ｑｂの左上側案内部３０
、左下側案内部４０ａ及び上下両側回動アーム５０のもと、枠部１０の左端部を左上側案
内部３０のスリット部３１及び左下側案内部４０ａのスリット部４１から脱出させるよう
に左側へ上記所定距離だけ変位した後、枠部１０の右端部を軸（回動軸）として、上下両
側回動アーム５０により枠部１０の左端部を右前側へ回動させて、遊技盤Ｐの盤面をその
右側へ開く。従って、当該中扉Ｑａは、前扉ＦＤとの干渉を招くことなく、円滑に遊技盤
Ｐの盤面をその右側へ開くことができる。
【００９４】
　また、当該中扉Ｑａは、上述のように構成した変位回動機構Ｑｂの左上側案内部３０、
左下側案内部４０ａ及び上下両側回動アーム５０のもと、枠部１０の右端部を軸（回動軸
）として、左後側へ回動した後、上記所定距離だけ左側へ変位して、遊技盤Ｐの盤面をそ
の右側から閉じる。従って、当該中扉Ｑａは、前扉ＦＤとの干渉を招くことなく、円滑に
遊技盤Ｐの盤面をその右側から閉じることができる。
【００９５】
　また、上述のように、中扉Ｑａが、前扉ＦＤとは逆に遊技機本体Ｂの左側から右側に向
け遊技盤Ｐを開くので、開放空間が当該遊技盤Ｐの盤面の前側に形成される。従って、遊
技盤Ｐの盤面の遊技領域の左上隅角部に打ち込まれている各遊技釘に対するメンテナンス
を、中扉Ｑａにより邪魔されることなく、容易に行うことができる。
【００９６】
　また、中扉Ｑａを閉じた状態では、上述のごとく、隙間が、中扉Ｑａと内枠Ｗとの間に
形成されることが実質的にないので、遊技盤Ｐに対する密封度が実質的に良好に確保され
得る。
【００９７】
　これにより、汚れた空気が、内枠Ｗと中扉Ｑａとの間に入り込むことができず、その結
果、遊技盤Ｐの盤面に沿い転動する遊技球の表面が、汚れた空気と接触して汚れることな
く、永く、清浄に維持され得る。このことは、当該パチンコ遊技機において遊技に使用さ
れる遊技球のメンテナンス作業を軽減し得ることを意味する。
【００９８】
　また、上述のように、隙間が、中扉Ｑａと内枠Ｗとの間に形成されることがないので、
前扉ＦＤと遊技機本体Ｂとの間から行われがちな不正行為を未然に防止することができる
。なお、上述のように前扉ＦＤ及び中側扉Ｑａが共に閉じた状態では、前扉ＦＤの透明窓
Ｄｂが、中側扉Ｑの透明板部２０を介して遊技盤Ｐの盤面に対向している。そして、透明
窓Ｄｂ及び透明板部２０は、共に、透明である。このため、遊技者は、透明窓Ｄｂ及び透
明板部２０を通して遊技盤Ｐの盤面を良好に視認することができる。従って、遊技者は、
その後の遊技を円滑に行うことができる。
（第２実施形態）
　図２２～図２４は、本発明を適用してなるパチンコ遊技機の第２実施形態を示している
。当該第２実施形態では、変位回動機構Ｑｃが、上記第１実施形態にて述べた変位回動機
構Ｑｂに代えて採用されている。
【００９９】
　当該変位回動機構Ｑｃは、上記第１実施形態にて述べた変位回動機構Ｑｂにおいて、上
側回動アーム５０ａ及び両磁気的吸着部材６０、７０に代えて、上側長手状回動アーム５
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０ａ及びラチェット機構１００を採用したことにその構成上の特徴がある。従って、変位
回動機構Ｑｃは、上側長手状回動アーム５０ａ、ラチェット機構１００及び上記第１実施
形態にて述べた左上側案内部３０、左下側案内部４０ａ及び下側長手状回動アーム５０で
もって構成されている。
【０１００】
　上側長手状回動アーム５０ａは、その回動中心部である基端部にて、上記第１実施形態
にて述べた支持軸５２の延出下端部にその軸周りに回動可能に支持されている。このこと
は、上側長手状回動アーム５０ａは、枠部１０の右上側切り欠き部１５内にて、支持軸５
２の延出下端部の軸周りに前後方向に回動可能となっていることを意味する。
【０１０１】
　また、当該上側長手状回動アーム５０ａは、その基端部から長手状に延出してなるもの
で、この上側長手状回動アーム５０ａの延出端部には、上記第１実施形態にて述べたピン
１７が上方へ突出するように立設されて、上記第１実施形態と同様に、凹所１６の長孔部
１６ｂ内に相対的に変位可能に係合している。
【０１０２】
　ラチェット機構１００は、円板状ラチェット１１０と、ロータリダンパ１２０と、係合
部材１３０とを備えている。
【０１０３】
　ラチェット１１０は、上記第１実施形態にて述べた上側回動アーム５０に対応する上側
回動アーム５０ａの基端部の直上にて支持軸５２に同軸的に支持されている。当該ラチェ
ット１１０は、複数の歯部１１１～１１６を有しており、これら複数の歯部１１１～１１
６は、図３７にて例示するごとく、歯部１１１から歯部１１６にかけて、ラチェット１１
０の外周部にその周方向に沿い所定角度範囲に亘り等角度間隔にて形成されている。
【０１０４】
　ここで、本第２実施形態において、上記所定角度範囲は、９０度に選定されている。ま
た、各歯部１１１～１１６は、後述する係合部材１３０の爪部１３２との係合のもと、図
３７にて図示反時計方向へのラチェット１１０の回動（上側回動アーム５０ａの前側への
回動に対応）を可能とし図示時計方向へのラチェット１１０の回動（上側回動アーム５０
ａの前側とは逆側への回動に対応）を不能とするように、ラチェット１１０の外周部から
反時計方向へ楔状に突出するように形成されている。
【０１０５】
　ロータリダンパ１２０は、図２６にて例示するごとく、枠体Ｗの矩形環状周壁Ｗ２の上
壁部のうち支持軸５２の左側近傍部位にその下面側から取り付けられており、当該ロータ
リダンパ１２０は、扁平状ケーシング１２１と、回動軸１２２と、コイルバネ（図示しな
い）でもって構成されている。
【０１０６】
　ケーシング１２１は、その上壁部にて矩形環状周壁Ｗ２の上壁部の上記左側近傍部位の
下面に装着されている。回動軸１２２は、ケーシング１２１内にて回動可能に支持されて
おり、当該回動軸１２２は、ケーシング１２１の下壁部から同軸的にかつ回動可能に下方
へ延出されている。上記コイルバネは、ケーシング１２１内にて回動軸１２２に同軸的に
嵌装されており、当該コイルバネは、回動軸１２２とケーシング１２１の上壁部との間に
連結されて、上側回動アーム５０ａをその基端部を軸として後側へ回動するように回動軸
１２２を付勢している。
【０１０７】
　係合部材１３０は、基部１３１と爪部１３２とでもって板状に形成されており、爪部１
３２は、基部１３１から一体的に延出されている。ここで、当該係合部材１３０は、その
基部１３１にて、ロータリダンパ１２０の回動軸１２２に一体となって回動するように同
軸的に支持されて、その爪部１３２にて、ラチェット１１０の各歯部のいずれかに係合可
能となっている。また、爪部１３２は、図３７にて例示するごとく、その図示下端部にて
、基部１３１から図示右側上方に向け傾斜状に形成されて、三角板状に構成されている。
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このことは、爪部１３２が、その延出端部にて三角形の頂部を構成し、図３７にて示す左
右方向の位置にて、ラチェット１１０の歯部１１１に対してその下方からしっかりと係合
し易くなっていることを意味する。
【０１０８】
　しかして、当該係合部材１３０は、図３７にて図示反時計方向へのロータリダンパ１２
０の上記コイルバネによる付勢のもと、爪部１３２による各歯部のいずれかとの係合の際
に、図３７にて図示時計方向へのみ回動する。このことは、ラチェット１１０が、その各
歯部のいずれかによる係合部材１３０の爪部１３２との係合のもと、図３７にて図示反時
計方向へのみ回動することを意味する。その他の構成は、上記第１実施形態と同様である
。
【０１０９】
　以上のように構成した本第２実施形態において、当該パチンコ遊技機では、前扉ＦＤが
、上記第１実施形態と同様に、中扉Ｑａとともに、遊技盤Ｐを覆うように閉じた状態にあ
るものとする（図２５及び図３１参照）。なお、中扉Ｑａはその後面にて遊技盤Ｐの前面
である盤面に対向している。
【０１１０】
　このような状態では、中扉Ｑａが、上記第１実施形態と同様に、前扉ＦＤにより閉じら
れた状態にあって、遊技機本体Ｂの内枠Ｗ内に収容されて、遊技盤Ｐの盤面に平行に位置
している。
【０１１１】
　このとき、当該中扉Ｑａにおいては、枠部１０の左端部が、上記第１実施形態と同様に
、上端部１１にて、ピン１２を介し、左上側案内部３０のスリット部３１内に連結され、
かつ、下端部１３にて、ピン１４を介し、左下側案内部４０ａのスリット部４１内に連結
されている。
【０１１２】
　また、上記第１実施形態と同様に、上側回動アーム５０ａが枠部１０の右上側切り欠き
部１５内に位置し、一方、下側回動アーム５０は、中側隔壁４０の右側切り欠き部４２内
に収容されている。このような状態では、ラチェット１１０は、その歯部１１１により、
図３７にて示すごとく、上方から係合部材１３０の爪部１３２に係合している。
【０１１３】
　このとき、上述のように上側回動アーム５０ａが枠部１０の右上側切り欠き部１５内に
位置していることから、当該上側回動アーム５０ａは、図３７にて示すごとく、図示左右
方向（閉状態にある中扉Ｑａにおける枠部１０の長孔部１６ｂの長手方向に沿う方向）に
位置している。このため、係合部材１３０は、上記コイルバネの図３７にて図示反時計方
向への付勢力のもと、爪部１３２にて、ラチェット１１０の歯部１１１にしっかりとその
下方から係合している。
【０１１４】
　従って、前扉ＦＤが外枠Ｆに上述のごとく支持されていても、中扉Ｑａが内枠Ｗ内に上
述のごとく収容されて閉じているとき、中扉Ｑａが、上記第１実施形態と同様に、枠部１
０にて、内枠Ｗ内で後壁Ｗ１に対し平行となり、遊技盤Ｐとの間隔を上記所定間隔となる
ように確保している。
【０１１５】
　よって、本第２実施形態においても、遊技球が、上記第１実施形態と同様に、遊技盤Ｐ
の盤面に沿い転動するにあたり、中扉Ｑａと遊技盤Ｐ或いは遊技釘の遊技盤Ｐの盤面から
の突出部位との間において球噛みを招くことなく、円滑に転動し得る。
【０１１６】
　また、上述のごとく、中扉Ｑａが閉じた状態、換言すれば、中扉Ｑａの枠部１０が内枠
Ｗの後壁Ｗ１に平行な状態にあっては、枠部１０が、上記第１実施形態と同様に、その外
周部にて、左上側案内部を介するものの、内枠Ｗの矩形環状周壁Ｗ２内にてその上下左右
の各側壁部により包囲されているので、当該枠部１０と矩形環状周壁Ｗ２との間の密封度
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が良好に確保される。
【０１１７】
　しかして、以上のように中扉Ｑａが閉じた状態において前扉ＦＤを前側へ開く（図２２
、図２５及び図３１参照）。然る後、中扉Ｑａを開くにあたり、当該中扉Ｑａを、図２６
及び図３２にて示すごとく、右側へ変位するように押す。
【０１１８】
　ここで、中扉Ｑａの枠部１０の左端部が、上述のごとく、その上端部１１にて、下方か
ら左上側案内部３０のスリット部３１にピン１２を介し連結し、かつ、枠部１０の上端部
が、その凹所１６内に収容されている上側回動アーム５０ａの延出端部にピン１７を介し
連結されている。
【０１１９】
　また、枠部１０が、上述のごとく、その左端部の下端部１３にて、上方からピン１４を
介し左下側案内部４０ａのスリット部４１内に連結されており、当該枠部１０の下端部は
、その長手状凹部にて、中側隔壁４０の右側切り欠き部４２内に収容されている下側長手
状回動アーム５０の延出端部にピン５７ａを介し連結されている。
【０１２０】
　また、ラチェット機構１００においては、係合部材１３０が、上述したごとく、図３７
にて示すように、その爪部１３２にて、係合部材１３０に対するロータリダンパ１２０の
上記コイルバネによる図示反時計方向への付勢力のもとに、ラチェット１１０の歯部１１
１に図示下方から係合している。これに伴い、上側回動アーム５０ａは、係合部材１３０
に沿いその直下にて、上述したごとく枠部１０の凹所１６内に収容されている。
【０１２１】
　このため、上述のように、中扉Ｑａを、枠部１０の左端部にて右側へ変位するように押
すと、上側回動アーム５０ａが、図２６及び図３２にて示すごとく、支持軸５２を軸とし
て回動する。これに伴い、上側回動アーム５０ａは、図３２にて示すごとく反時計方向に
回動する。なお、中扉Ｑａの右側への変位に伴い、ピン１７は、枠部１０の長孔部１６ｂ
内にてその右端部から変位して当該長孔部１６ｂの左端部に係合するとともに、ピン５７
ａは、枠部１０の下端部の上記長手状凹部内にてその右端部から変位して当該上記長手状
凹部左端部に係合する。
【０１２２】
　このような段階では、ラチェット１１０が、上側回動アーム５０ａと同一方向（図３２
、図３８～図４０にて図示反時計方向）に回動する。このような過程では、ラチェット１
１０が、その歯部１１１にて、係合部材１０３の爪部１３２との係合から上記コイルバネ
の付勢力に抗して解離した後、歯部１１１の隣の歯部１１２にて、上記コイルバネの付勢
力のもとに、係合部材１０３の爪部１３２にその下方から係合する（図３８及び図３９参
照）。
【０１２３】
　また、上述した上側回動アーム５０の回動にあわせて、下側回動アーム５０が、支持ス
テイ５６の延出端部上のピン５６ａを軸として上側回動アーム５０ａと同一方向に回動す
る。
【０１２４】
　また、上述のような上側回動アーム５０ａ及び下側回動アーム５０の回動に伴い、中扉
Ｑａにおいては、枠部１０の右端部が、上側回動アーム５０ａ及び下側回動アーム５０に
より押し出されて所定前側変位位置に向けて前側へ変位する。このため、枠部１０が、そ
の左端部を中心として図３２にて図示時計方向に傾動しつつ、各ピン１２及び１４を、そ
れぞれ、左上側案内部３０のスリット部３１及び左下側案内部４０ａのスリット部４１か
ら脱出させるように右側へ変位させる。
【０１２５】
　しかして、上側回動アーム５０ａが、図２７或いは図３３にて示すごとく、後壁Ｗ１の
前面に対し垂直になる回動位置（上記所定回動位置）まで回動すると、枠部１０は、各ピ
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ン１２及び１４の各スリット部３１、４１からの右方への脱出のもと、図３３にて示すご
とく、反時計方向へ傾動した状態にて上記所定距離だけ右側へ変位している。このような
状態では、枠部１０は、上記所定右側変位位置にある。
【０１２６】
　このとき、ラチェット１１０は、図３９～図４１から分かる通り、その歯部１１２～歯
部１１５にて、順次、係合部材１３０の爪部１３２と係合解離を繰り返しながら、歯部１
１６にて係合部材１３０の爪部１３２にその上方から係合する。
【０１２７】
　このような過程では、ラチェット１１０が、上側回動アーム５０ａとともに当該上側回
動アーム５０ａと同一方向に回転することから、係合部材１３０は、爪部１３２にて、各
歯部との係合解離を繰り返しながら、上記コイルバネの付勢力に抗して回動することで、
ラチェット１１０の図４０にて図示反時計方向の回動を可能とする。しかしながら、当該
係合部材１３０は、爪部１３２にて、上記コイルバネの付勢力のもと、各歯部と係合によ
り、ラチェット１１０の時計方向への回動を規制するので、ラチェット１１０は、時計方
向に回動することなく、反時計方向にのみ回動する。
【０１２８】
　上述のように上側回動アーム５０ａを上記所定回動位置まで回動させつつ、枠部１０が
、その右端部にて上記所定前側位置まで前側へ変位しつつ上記所定右側変位位置まで右側
へ変位すると、ラチェット１１０は、その歯部１１６にて、係合部材１３０の爪部１３２
により下方から係合されて、上側回動アーム５０ａを上記所定回動位置に維持する。
【０１２９】
　このような状態において、枠部１０をその右端部を基準に前側へ回動させながら、当該
枠部１０をその右端部側からその左端部側に向けて引っ張ると、ピン１７が、枠部１０の
長孔部１６ｂ内にてその左端部から変位して右端部に係合するとともに、ピン５７ａが、
枠部１０の下端部の上記長手状凹部内にてその左端部から変位して右端部に係合する（図
２８及び図３４参照）。
【０１３０】
　然る後、枠部１０をその右端部側から左端部側へ引っ張りながら、図２９、図３５、図
３０及び図３６にて示すごとく、さらに開く方向に回動させる。換言すれば、中扉Ｑａは
、枠部１０の右端部を軸（回動軸）として、遊技盤Ｐを開く方向に回動して、図３０及び
図３６にて示す回動位置にて、遊技盤Ｐに対する開動作を終了する。
【０１３１】
　ここで、上述のようにピン１７が、枠部１０の長孔部１６ｂ内にてその右端部に係合す
るとともに、ピン５７ａが、枠部１０の下端部の上記長手状凹部内にてその右端部に係合
している。このため、枠部１０は、その右端部にて、矩形環状周壁Ｗ２の右壁部等と干渉
したりすることなく、両ピン１７、５７ａを中心として円滑に回動し得る。
【０１３２】
　また、上述のようにピン１７が、枠部１０の長孔部１６ｂ内にてその右端部に係合する
とともに、ピン５７ａが、枠部１０の下端部の上記長手状凹部内にてその右端部に係合し
た状態にて、枠部１０を、両磁気的吸着部材６０、７０の吸着のもとに、両ピン１７、５
７を中心に回動させることで、枠部１０の回動を安定的にかつ良好になし得る。このこと
は、枠部１０は、両ピン１７、５７ａを基準とする上側回動アーム５０ａ及び下側回動ア
ーム５０との各連結部位を中心として安定的に回動し得ることを意味する。
【０１３３】
　以上のように中扉Ｑａが遊技盤Ｐを開くにあたっては、当該中扉Ｑａが、上述のごとく
、上記所定距離だけ、右側へ変位した後に、枠部１０の右端部を回動軸として前方へ開く
ので、当該中扉Ｑａは、上記所定距離だけ、右方へ変位した後に、前扉ＦＤとは逆向きに
開くことになる。
【０１３４】
　このように、中扉Ｑａが上記所定距離だけ右側へ変位することで、当該中扉Ｑａが、そ
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の後の前側への回動の際に、左側への開状態にある前扉ＦＤと干渉することがない。
【０１３５】
　また、本第２実施形態においても。上述のように、中扉Ｑａが扉ＦＤとは逆向きに開く
ので、当該中扉Ｑａは、前扉ＦＤとは異なり、遊技盤Ｐの左端部側には位置せず、当該遊
技盤Ｐの右端部側に位置することになる。従って、遊技盤Ｐの前面である盤面が中扉Ｑａ
により前側へ開放される。このことは、開放空間が、遊技盤Ｐの盤面の前側において確保
されることを意味する。
【０１３６】
　このため、本第２実施形態においても、上述のごとく、上記遊技群のうち、遊技球を案
内レールＲから遊技領域内に案内するにあたり、重要な役割を果たすべく、遊技盤Ｐの盤
面の遊技領域の左上隅角部に打ち込まれている各遊技釘が、開状態にある中扉Ｑａによっ
て塞がれることなく、遊技盤Ｐの盤面の前側へ上記開放空間を介して開放される。従って
、遊技盤Ｐの盤面の遊技領域の左上隅角部に打ち込まれている各遊技釘に対するメンテナ
ンス作業が容易になされ得る。
【０１３７】
　然る後、中扉Ｑａを閉じるにあたっては、枠部１０を図３６にて示す回動位置から所定
小角度だけ図示反時計方向に上側回動アーム５０ａ及び下側回動アーム５０と共に回動さ
せる。これに伴い、ラチェット１１０は、歯部１１６にて、上記コイルバネの付勢力に抗
して、図４１～図４４にて示すごとく、係合部材１３０の爪部１３２を乗り越えて、当該
爪部１３２から解離する。
【０１３８】
　このような状態では、ラチェット１１０の各歯部１１１～１１６は、係合部材１３０の
爪部１３２から解放されて自由な位置にある。また、爪部１３２は、その下端部にて、基
部１３２からの延出部から延出端部にかけて、図４４にて示すごとく、右側上方に向けて
傾斜している。
【０１３９】
　このため、枠部１０を、その右端部を回動軸として、当該右端部側から左端部側へ引っ
張りながら、左側へ回動させると、中扉Ｑａが、枠部１０の右端部を回動軸として、図３
６～図３３にて示すごとく、図示時計方向に円滑に回動する。
【０１４０】
　しかして、中扉Ｑａが図３３にて示す回動位置に達したとき、枠部１０をその右端部か
ら左側へ押せば、ピン１７が、枠部１０の長孔部１６ｂ内にてその右端部から解離して左
側へ変位して左端部に係合する（図３３参照）。
【０１４１】
　このような状態において、枠部１０をその右端部からさらに左側へ押せば、上側回動ア
ーム５０ａが、ピン１７の長孔部１６ｂの左端部との係合のもとに、下側回動アーム５０
とともに、図３１にて図示時計方向に回動する。ついで、枠部１０の右端部をさらに後側
へ押せば、上側回動アーム５０ａが、枠部１０の凹所１６内に収容され、下側回動アーム
５０が、中側隔壁４０の右側切り欠き部４２内に収容され、ピン１２が左上側案内部３０
のスリット部３１内にその右方から進入し、かつ、ピン１４が下側案内部４０ａのスリッ
ト部４１内にその右方から進入し、枠部１０が上記所定距離だけ左方へ変位する。
【０１４２】
　このような過程においては、上述のように、爪部１３２が、その下端部にて、基部１３
２からの延出部から延出端部にかけて、右側上方に向けて傾斜していることを前提に、ラ
チェット１１０が、図４５～図４９にて示すごとく、その歯部１１６～歯部１１２にかけ
て、係合部材１３０の爪部１３２に対し上方から順次係合解離を繰り返しながら、時計方
向に回動し、歯部１１１にて爪部１３２に対し上方から係合する状態に達する。
【０１４３】
　これにより、中側扉Ｑａは、上述のごとく、遊技盤Ｐの盤面に平行となって当該遊技盤
Ｐを閉じる。
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【０１４４】
　換言すれば、中扉Ｑａは、枠部１０の右端部を回動軸として、枠部１０の左端部を前側
から左後方へ回動させた後、枠部１０の左端部を上記所定距離だけ左側へ変位させて、遊
技盤Ｐを閉じる。このとき、両ピン１２、１４は、各スリット部３１、４１内にて前後方
向に変位不能に保持されるので、中扉Ｑａは、しっかりと、遊技盤Ｐの盤面に平行に維持
され得る。なお、前扉ＦＤは、中扉Ｑａを閉じた後に閉じればよい。
【０１４５】
　以上説明したように、本第２実施形態によれば、上記第１実施形態にて述べた変位回動
機構Ｑｂに代えて変位回動機構Ｑｃを採用した。ここで、変位回動機構Ｑｃは、変位回動
機構Ｑｂの左上側案内部３０、左下側案内部４０ａ、下側回動アーム５０及び変位回動機
構Ｑｂの上側回動アーム５０及び両磁気的吸着部材６０、７０に代わる上側回動アーム５
０ａ及びラチェット機構１００でもって上述のような構成されている。
【０１４６】
　これにより、前扉ＦＤが、上述したように、その左端部にて外枠Ｆの左端部に前後方向
へ回動に支持され、上述のように構成した中扉Ｑａが、前扉ＦＤと遊技機本体Ｂの内枠Ｗ
との間にて当該内枠Ｗ内に位置している状態にて、当該中扉Ｑａが、上述のように構成し
た変位回動機構Ｑｃの左上側案内部３０、左下側案内部４０ａ及び上下両側回動アーム５
０及びラチェット機構１００のもと、枠部１０の左端部を左上側案内部３０のスリット部
３１及び左下側案内部４０ａのスリット部４１から脱出させるように左方へ上記所定距離
だけ変位した後、枠部１０の右端部を軸（回動軸）として、上下両側回動アーム５０ａ、
５０により枠部１０の左端部を前側へ変位させなら回動させて、遊技盤Ｐの盤面をその右
側へ開く。従って、当該中扉Ｑａは、前扉ＦＤとの干渉を招くことなく、円滑に遊技盤Ｐ
の盤面をその右側へ開くことができる。
【０１４７】
　また、当該中扉Ｑａは、上記第１実施形態と同様ように、上述のように構成した変位回
動機構Ｑｃの左上側案内部３０、左下側案内部４０ａ及び上下両側回動アーム５０ａ、５
０及びラチェット機構１００のもと、枠部１０の右端部を軸（回動軸）として、左後側へ
回動した後、上記所定距離だけ左側へ変位して、遊技盤Ｐの盤面をその右側から閉じる。
従って、当該中扉Ｑａは、前扉ＦＤとの干渉を招くことなく、円滑に遊技盤Ｐの盤面をそ
の右側から閉じることができる。その他の作用効果は上記第１実施形態と同様である。
【０１４８】
　なお、本発明の実施にあたり、上記各実施形態に限ることなく、次のような種々の変形
例が挙げられる。
（１）本発明の実施にあたり、上記各実施形態にて述べた左上側案内部３０は、当該各実
施形態とは異なり、内枠Ｗの後壁Ｗ１のうち開口部を挟む上下両側部位（左右方向に長手
状となる上下両側部位）の上側部位にその左部に沿い設けるようにしてもよい。また、左
下側案内部４０ａは、後壁Ｗ１の上記上下両側部位のうちの下側部位にその左部に沿い設
けるようにしてもよい。
【０１４９】
　これに伴い、中扉Ｑａの枠部１０は、その左端部の上端部１１にて、ピン１２を介し後
壁Ｗ１の上記上側部位に設けた左上側案内部３０のスリット部３１に左右方向に変位可能
に連結し、上記左端部の下端部１３にて、ピン１４を介し、後壁Ｗ１の上記下側部位に設
けた左下側案内部４０ａのスリット部４１に左右方向に変位可能に連結するようになって
いてもよい。
（２）本発明の実施にあたり、上記第２実施形態にて述べたラチェット機構は、上下両側
回動アーム５０ａ、５０の一方の回動アームの基端部に同軸的に支持されて当該一方の回
動アームと同一方向へ回動するラチェットと、内枠の上下両側端部のうち上記一方の回動
アームに対応する端部の長手方向右端部位に前後方向に回動可能に支持される係合部材と
を有するラチェット機構であって、上記一方の回動アームを前方向へのみ回動させるよう
に、当該前方向への回動とは逆方向へのラチェットの回動を係合部材により規制するよう
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【０１５０】
　また、上記第２実施形態にて述べたラチェット機構は、一般的には、中扉を開く際には
、当該中扉が枠部の左側部位にて上下両側案内部に沿い上記所定距離変位するとともに枠
部の右側部位にて前側に向け変位する過程において、上下両側回動アームが前側へのみ回
動するように当該前側への回動とは逆側への回動を規制し、また、中扉を閉じる際には、
上下両側回動アームが前側への回動を許容されるようにした回動規制手段であってもよい
。
（３）本発明の実施にあたり、外枠、この外枠内に支持される内枠及びこの内枠に組み付
けられる遊技盤を有する遊技機本体と、前記外枠の前面側にて当該外枠の左縁部に回動可
能に支持される前扉とを備えるパチンコ遊技機において、
　内枠と前扉との間に介装される中扉を備えており、
　この中扉は、枠部と、この枠部内に嵌装される透明板部とを具備して、
　遊技盤に沿い右側へ所定距離だけ変位した後この変位位置における枠部の右端部を軸に
前方向へ回動し、また、この回動後当該前方向とは逆方向へ枠部の右端部を軸に回動した
後上記所定距離だけ遊技盤に沿い左側へ変位するようにしてもよい。
【０１５１】
　ここで、内枠の上下両側長手方向右端部位から延出される上下両側回動アームであって
その延出基端部を軸に前後方向に回動する上下両側回動アームを備えており、
　中扉は、枠部の上下両側右端部にて、上下両側回動アームの延出端部に前後方向に相対
的に回動可能に連結されており、上記前記所定距離だけ変位させるようにこの変位に対応
する所定角度だけ前側或いはその逆側へ回動し、また、中扉を枠部の右端縁部を軸として
前側或いはその逆側へ回動させるように上記所定角度の回動位置にて上記延出基端部を軸
に前方向或いはその逆方向へ回動するようにしてもよい。
（４）本発明の実施にあたり、上記各実施形態にて述べたパチンコ遊技機に限ることなく
、各種の遊技機に本発明を適用してもよい。
【符号の説明】
【０１５２】
　Ｂ…遊技機本体、Ｆ…外枠、ＦＤ…前扉、Ｗ…内枠、Ｑａ…中扉、Ｐ…遊技盤、
１０…枠部、１１…枠部の左端部の上端部、１３…枠部の左端部の下端部、
２０…透明板部、３０…左上側案内部、４０ａ…左下側案内部、
５０…上下両側回動アーム、５０ａ…上側回動アーム、
６０、７０…磁気的吸着部材、１００…ラチェット機構。
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